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申請様式 管理番号 機能追加項目 変更概要

輸出承認（バーゼ

ル）

6N改変
22-41

「輸出承認申請
様式（バーゼ
ル）」の様式名変
更

「輸出承認申請（バーゼル）」の申請様式名を、「輸出承認申請（バーゼル・廃掃法）」 に変

更します。

輸入承認 6N改変
22-38

「輸入承認申請
様式（2の2号承
認含む）」の様式
名変更

「輸入承認申請（2の2号承認含む）」の申請様式名を、「輸入2の2号承認申請」 に変更

します。

包括輸出承認（ワ

シントン）

6N改変
22-36

ワシントン包括
輸出承認申請の
電子化

輸出令別表第2-36(ワシントン)に係る包括ライセンスについて、申請書の作成および

申請が可能となります。

輸入割当承認同

時

6N改変
22-39

輸入の数量単位
に係るチェック仕
様等の変更

申請項目「数量単位」のチェック仕様を変更します。

・数量単位リストに 「GWPkg」、「枚」を追加します。

・新規申請にて、品目コード「HFC」の場合は、数量単位が「GWPkg」であることをチェック

します。

事前確認（オゾン） 申請項目「数量単位」で選択可能なリストを変更します。

・数量単位リストに 「GWPkg」、「ODPkg」を追加します。

１．機能追加の概要 申請様式別機能
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１．機能追加の概要 業務別機能

業務コード 管理番号 機能追加項目 変更概要

JAH 6N改変
22-
34,35

汎用申請業務に
おける申請窓口
等入力項目追加

JAH業務（汎用申請）の入力項目を追加します。

一部の汎用申請区分に限り、履行報告等対象許可承認等番号欄に入力したライセンス

が書面申請により交付されたものである場合に、必須入力項目として「申請窓口」、「輸

出令別表第1番号」、「外為令別表番号」及び「国コード」を追加します。

JAJ

JAJ01

6N改変
22-47

申請者届出の新
規登録と変更の
抑止

JAJ、JAJ01の入出力項目を変更します。

登録・更新できる項目を該非判定責任者に限定します。



申請書の種類

実施可能な申請手続

新規 新規
(補正)

更新
変更

更新
変更

(補正)

訂正 訂正
(補正)

輸出許可申請書 ○ ○ - - ○ ○

役務取引許可申請書 ○ ○ - - ○ ○

輸出承認申請書(特別に定めた申請様式があるものを除く(共通)) ○ ○ - - ○ ○

輸出承認申請書(輸出令別表第2-21の3(麻薬等原材料)) ○ ○ - - ○ ○

輸出承認申請書(輸出令別表第2-35(オゾン)) ○ ○ - - ○ ○

輸出承認申請書(輸出令別表第2-35の2(バーゼル・廃掃法)) ○ ○ - - ○ ○

輸出承認申請書(輸出令別表第2-36(ワシントン)) ○ ○ - - ○ ○

輸出承認申請書(輸出令別表第2-35の3(有害化学物質)、35の4(特定水銀)) ○ ○ - - ○ ○

一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可及び特別一般包括輸出・

役務（使用に係るプログラム）取引許可申請書

○ ○ ○ ○ - -

特定包括輸出許可及び特定包括役務取引許可申請書 ○ ○ ○ ○ - -

一般包括役務取引許可及び特別一般包括役務取引許可申請書 ○ ○ ○ ○ - -

一括輸出承認申請書(輸出令別表第2-21の3(麻薬等原材料)) ○ ○ ○ ○ - -

包括輸出承認申請書(輸出令別表第2-36(ワシントン)) ○ ○ ○ ○ - -

輸入割当承認同時申請書 ○ ○ - - ○ ○

輸入承認申請書 ○ ○ - - ○ ○

輸入2号承認申請書 ○ ○ - - ○ ○

事前確認申請書（水産物） ○ ○ - - ○ ○

事前確認申請書（ワシントン） ○ ○ - - ○ ○

事前確認申請書（かに） ○ ○ - - ○ ○

事前確認申請書（まぐろ） ○ ○ - - ○ ○

事前確認申請書（オゾン） ○ ○ - - ○ ○

事前同意相談申請書 ○ ○ - - - -

添付書類等追加申請書 ○ - - - - -

取下申請書 ○ - - - - -

再発行申請書 ○ - - - - -

汎用申請書 （旧：履行報告等申請書） ○ - - - - -

バーゼル移動書類交付申請 ○ - - - - -

２．電子申請手続き一覧

赤字：新規追加
青字：申請項目の変更
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「輸出承認申請（バーゼル）」の申請様式名を、「輸出承認申請（バーゼル・廃掃法）」 に変更します。

３．業務機能詳細 6N改変22-41（「輸出承認申請様式（バーゼル）」の様式名変更）

輸出承認（バーゼル）

各画面に表示される申請様式名が変更されます。

• 申請項目は変更ありません。 申請様式名のみの変更となります。

特記事項
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輸出令別表第2-36(ワシントン)に係る包括ライセンスについて、申請書の作成および申請が可能となります。

３．業務機能詳細 6N改変22-36（ワシントン包括輸出承認申請の電子化）

包括輸出承認（ワシントン）

• 包括輸出承認（ワシントン）の申請様式では、JAA業務やJAB業務の項目「申請種類番号」には「450」を入力します。

• 包括輸出承認（ワシントン）のライセンスは、電子交付に限定されます。

• 補正申請、電子ライセンスの照会、通関業者指定などの各機能は、他の申請様式と同様に利用できます。

包括輸出承認（ワシントン）の申請書を
作成できます。
電子申請は、他の申請様式と同様、
JAA業務にて行います。

特記事項
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「輸入承認申請（2の2号承認含む）」の申請様式名を、「輸入2の2号承認申請」 に変更します。

３．業務機能詳細 6N改変22-38（「輸入承認申請様式（2の2号承認含む）」の様式名変更）

輸入2の2号承認

各画面に表示される申請様式名が変更されます。

• 申請項目は変更ありません。 申請様式名のみの変更となります。

特記事項
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申請項目「数量単位」のチェック仕様を変更します。

３．業務機能詳細 6N改変22-39（輸入の数量単位に係るチェック仕様等の変更）

輸入割当承認同時

輸入割当承認の数量単位リストが変更されます。

• HFC品目の場合、数量単位「GWPkg」を選択してください。

• 水産物品目の場合、輸入発表で通知された数量単位を
リストから選択してください。

• HFC品目を新規申請する場合、数量単位「GWPkg」を入力してください。 それ以外の単位では受付無効となります。

特記事項
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申請項目「数量単位」で選択可能なリストを変更します。

３．業務機能詳細 6N改変22-39（輸入の数量単位に係るチェック仕様等の変更）

事前確認（オゾン）

事前確認（オゾン）の数量単位リストが変更されます。
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JAH業務（汎用申請）の入力項目を追加します。

３．業務機能詳細 6N改変22-34,35（汎用申請業務における申請窓口等入力項目追加）

JAH

JAH業務の入力項目に、書面申請したライセンスの情
報を入力する欄を追加します。

• 一部の汎用申請区分に限り、履行報告等対象許
可承認等番号欄に入力したライセンスが書面申請
により交付されたものである場合に、必須入力項
目として「申請窓口」、「輸出令別表第1番号」、「外
為令別表番号」及び「国コード」を追加します。

• 項目「輸出令別表第１項番」「外為令別表項番」に
入力可能なコードは、NACCS掲示板のコード集を確
認してください。

（1/2）



汎用申
請区分

NACCS電子申請の
有無

履行報告等対象
許可承認証等番号

NACCS申請し
たものチェック
ボックス

申請窓口 輸出令別表第１項番
外為令別表項番

国コード

01
02
03
04
09

NACCSで電子申請したライ
センス
※電子交付・紙交付を問わ
ない

入力要
※システムに存在するライセンス
番号であること

必須
（チェック要）

なし
（入力不可）

なし
（入力不可）

窓口で書面申請したライセ
ンス

入力要
※システムに存在しないライセン
ス番号であること

なし
（チェック不要）

必須 必須
（書面ライセンスの情報を入力）

その他 NACCSで電子申請したライ
センス
※電子交付・紙交付を問わ
ない

入力要
※システムに存在するライセンス
番号であること

必須
（チェック要）

なし
（入力不可）

なし
（入力不可）

窓口で書面申請したライセ
ンス

入力要
※システムに存在しないライセン
ス番号であること

なし
（チェック不要）

なし
（入力不可）

なし
（入力不可）

JAH業務の入力内容汎用申請の内容
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JAH業務（汎用申請）の入力項目を追加します。

３．業務機能詳細 6N改変22-34,35（汎用申請業務における申請窓口等入力項目追加）

JAH （2/2）

• 汎用申請区分が01～04、09、かつ書面申請したライセンスの場合に限り、申請窓口を入力できます。

• その他の汎用申請区分における入力内容は、変更ありません。

特記事項
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JAJ、JAJ01の入出力項目を変更します。 登録・更新できる項目を該非判定責任者に限定します。

３．業務機能詳細 6N改変22-47（申請者届出の新規登録と変更の抑止）

JAJ、JAJ01

JAJ、JAJ01業務で登録・変更できる対象から、
申請者届出情報が除外されます。

• JAJおよびJAJ01業務では、該非判定責任者情報のみ登録・変更できます。

• 申請者届出情報を登録・変更する場合は、経済産業省へ必要書類を届け出てください。

特記事項


